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令和４年度財政援助団体等監査結果報告書  

 

 

第 1 監査の概要 

 

１ 監査の対象 

監査日 監査対象課所 

 

令和５年 

２月９日 

公 の 施 設：小美玉市小川保健相談センター 

      小美玉市四季健康館 

      小美玉市玉里保健福祉センター 

所 管 課：保健衛生部 健康増進課 

指定管理者：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会 

 

２ 監査範囲 

令和３年度に公の施設の指定管理者が行った当該施設の管理運営等に

係る出納その他の事務の執行状況及び所管課の指定管理者に係る事務の

執行状況 

 

３ 実施期間    

令和５年２月９日（木） 

 

４ 重点監査項目 

  次の点を重点項目として監査を行った。 

（１）委託料等の請求及び交付は適正に行なわれているか。 

（２） 事業運営は目的に沿って適切かつ効率的に行われているか。 

（３） 会計経理は適正に行われているか。 

 

５ 監査の方法 

   監査は、財政援助に係る出納その他の事務について、「委託料の目的・

条件に沿った事業が行われているか。」「委託料に係る出納、その他の事務

が適正かつ効率的に行われているか。」を主眼に関係資料及び関係書類等

を検証するとともに、関係職員からの説明を聴取するなどして実施した。

なお、本監査は小美玉市監査基準に準拠して実施した。 
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６ 提出書類 

  ♦資料 【保健衛生部 健康増進課】 

１ 小美玉市保健福祉施設概要 

２ 財政援助団体等監査資料（所管課） 

３ 歳出予算執行状況 

４ 小美玉市指定管理者選定委員会規程 

５ 小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例及び 

施行規則 

６ 公の施設に係る指定管理者指定申請書 

７ 小美玉市保健福祉施設指定管理者仮基本協定書 

８ 小美玉市保健福祉施設の指定管理者の指定について 

９ 小美玉市保健福祉施設指定管理者年度協定書 

10 小美玉市保健福祉施設指定管理業務仕様書 

11 令和３年度小美玉市社会福祉協議会事業計画 

12 保健福祉施設利用状況 

13 小美玉市四季健康館条例及び施行規則 

14 小美玉市小川保健相談センター条例及び施行規則 

15 小美玉市玉里保健福祉センター条例及び施行規則 

 

♦資料 【社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会】 

１ 財政援助団体等監査資料（対象団体） 

２ 令和３年度小美玉市保健福祉施設指定管理者制度に係る決算報 

告書 

３ 令和３年度小美玉市保健福祉施設指定管理者制度に係る事業報 

告書 

４ 法人単位事業活動計算書 

    ５ 法人単位貸借対照表 

    ６ 社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会定款 

    ７ 社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会職員就業規程 

    ８ 社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会臨時職員就業規程 

    ９ 社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会組織図 

    10 社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会役員・評議員名簿 
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第２ 監査の結果 

１ 所管課（保健衛生部 健康増進課） 

（３）指定管理の状況（令和３年度） 

① 施設の名称    小美玉市四季健康館 

         小美玉市小川保健相談センター 

         小美玉市玉里保健福祉センター 

② 指定管理者    社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会 

③ 指 定 期 間    令和３年４月１日～令和８年３月３１日（５年間） 

④ 施設の設置目的  市民の健康づくりの推進並びに福祉の充実 

⑤ 委 託 料    各年７３，６８７，０００円 

    算定基礎    小美玉市保健福祉施設収支内訳書 

（平成 30年度～令和 2年度） 

⑥ 業 務 内 容    ３施設の管理及び運営に関する業務 

⑦ 課 題 等    施設設備の老朽化による利用制限 等 

 

 

２ 指定管理者（社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会） 

（１）団体の概要（令和４年４月１日現在） 

① 団 体 名    社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会 

② 代 表 者 名    会長 伊能 淑郎                                                                                                                                                                                                                                                      

③ 設立年月日    平成１８年４月１日 

④ 基本財産額    ４，０００，０００円 

⑤ 設 立 目 的    『あなたとつくるふれあいのまち』 小美玉市にお 

ける共助の支援を中心に、公共的な民間組織としての存在意義を生 

かした組織づくりやサービス提供を行うことで、誰もが安心して暮 

らせる地域づくりを推進する。 

 

 

（２）職員，役員等の状況（令和４年４月１日） 

① 職   員     団体職員    ３３名 

              嘱託職員    １６名 

              臨時職員    ４４名 

               合計     ９３名 

② 役 員 等     理  事    １９名 

          常務理事     １名 
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          評 議 員    ３９名 

          監  事     ２名 

           合計     ６１名 

 

 

（３）主な事業内容（令和３年度） 

① 自主事業 

 ア．共同募金配分金事業 

   イ．居宅介護等事業 

   ウ．収益事業 

② 受託事業 

 ア．高齢者福祉サービス 

 イ．障がい者福祉サービス 

 

 

（４）財政状況等（公益事業会計） 

賃借対照表                         （単位：円） 

区 分 
令和３年度 

決算額 

令和２年度 

決算額 

比   較 

増 減 比 率 

資産の部 14,558,018 16,802,123 △2,244,105 △13.4％ 

負債の部 7,934,694 10,096,886 △2,162,192 △21.4％ 

正味財産の部 6,623,324 6,705,237 △81,913 △1.2％ 

 

 

資金収支計算書 事業活動による収支             （単位：円） 

区 分 
令和３年度 

決算額 

令和２年度 

決算額 

比   較 

増 減 比 率 

事業活動収入 80,435,624 79,418,182 1,017,442 1.3％ 

事業活動支出 80,435,624 79,418,182 1,017,442 1.3％ 

 

正味財産期末残高 6,000,000 6,000,000 0 0.0％ 
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（５）指定管理業務の概要 

① 指定管理受託業務名  小美玉市保健福祉施設指定管理業務 

② 施 設 の 名 称  小美玉市小川保健相談センター 

           小美玉市四季健康館 

           小美玉市玉里保健福祉センター 

③ 業 務 の 内 容  本会・本支所が所在する３施設の管理運営 

④ 指 定 期 間  令和 3年 4月 1日～令和 8年 3月 31日 

 

 

（６）指定管理業務の収支状況（令和３年度）         （単位：円） 

 【収入（ａ）】 

項     目 
予算額 

① 

決算額 

② 

差 引 

②－① 

（1）指定管理料 73,704,000 73,687,000 △17,000 

（2）利用料金収入 10,856,000 6,200,805 △4,655,195 

（3）手数料収入 635,000 544,210 △90,790 

（4）繰越金 0 0 0 

（5）その他収入 9,000 3,330 △5,670 

計 85,204,000 80,435,624 △4,768,376 

 

 【支出(ｂ)】 

項     目 
予算額 

① 

決算額 

② 

差 引 

②－① 

（1）人件費 12,618,000 9,192,779 △3,425,221 

（2）事業費 
（光熱水費、燃料費、消耗器具備品費、その他） 

39,872,000 36,422,752 △3,449,248 

（3）事務費 
（修繕費、業務委託費、租税公課費、その他） 

32,205,000 31,546,303 △658,697 

（4）事業区分間繰入金支出 379,000 3,273,790 2,894,790 

計 85,074,000 80,435,624 △4,638,376 

 

収支(ａ－ｂ) 130,000 0 △130,000 
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３ 監査の結果 

 提出された関係書類等の審査により監査を実施した結果、委託料及び委託事業

の内容、施設の維持管理等において、担当所管課及び当該団体の出納、その他の

事務の執行について、おおむね適正に処理されていると認められた。 

また、所管課である健康増進課と小美玉市社会福祉協議会の事務事業について

は、それぞれ努力して執行されている姿が見受けられた。 

 なお、事務処理上の一部に次のとおり留意を要する事項が見受けられたので、

より適正な事務の執行に努められたい。 

 

 健康増進課から提出された資料の数字と小美玉市社会福祉協議会から提出され

た資料の数字に齟齬が見られた。特に関連する箇所については誤りのない資料作

りを求める。 

 

 指定管理者の指定については、条例・規則等に基づいて実施されたい。 

健康増進課においては、管理者を指定することによって、条例でいう経費の節減

というものがどのように図られているか。数字として出てこないと説明がつかな

い。市も管理者もプラスになるような状況を作っていただきたい。 

 

 避難所となっている施設においては、住民の安全確保に十分な配慮が必要であ

る。特に体調不良の住民を受け入れる施設では、空調等設備の不具合があっては

ならない。大規模な改修は所管課において実施されるが、市民に不自由をかけな

いよう計画的な改修ができるようにお願いする。 

 

 

 

 


